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通期決算短信等の様式・作成要領の改定について 

 
※  この様式･作成要領の改定は、新ＴＤｎｅｔ稼動（平成２０年７月上旬予定）後
に提出される決算短信・中間決算短信に適用されます。 

 
 

【通期決算短信の改定】 
 
従来の通期決算短信の様式・作成要領について、四半期報告制度の導入や新 TDnetの
稼動等に伴い、内容の改定を行います（下線部分が今回、訂正を行った部分です。なお、

内容の簡単な補足や読みやすくするための修正については、この一覧表には含めていま

せん。）。 
なお、これらの改定を反映させた通期決算短信様式･作成要領を添付していますので、

別添３②をご確認ください。（網掛けを施した部分が今回、訂正を行った部分です。）。 
なお、この改定については、「※ 連結財務諸表作成会社のみ」と記載された事項を除
き、連結財務諸表作成会社・連結財務諸表非作成会社の共通事項です（連結財務諸表非

作成会社の場合は「第２四半期連結累計期間」、「連結財務諸表規則」、「連結貸借対照表」

及び「連結業績予想」をそれぞれ「第２四半期累計期間」、「財務諸表等規則」、「貸借対

照表」及び「業績予想」と読み替えてください。）。 
 
 
≪四半期報告制度の導入に伴う改定≫ 

 
四半期報告制度の導入に伴い、通期決算短信の様式・作成要領のうち、以下の部分に

ついて改定を行います。 
 

改定前 改定後 
決算短信様式 ２．配当の状況 １株当たり配当金 
中間期末 第２四半期末 

サマリー情報 配当の状況 （１株当たり配当金） ・配当基準日欄とその順序 
中間期末 第２四半期末 

サマリー情報 配当の状況 （特別な場合における記載方法） ・普通株式と権利関係の異

なる種類株式を発行している場合の記載方法 
中間期 第２四半期 

サマリー情報 配当の状況 （特別な場合における記載方法） ・普通株式と権利関係の異

なる種類株式を発行している場合の記載方法 
  

別添３① 
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配当金総額

基準日 中間期末 期末 年間 （百万円）

円　　銭 円　　銭 円　　銭

A種株式
×年×月期

○年○月期

△年△月期

（予想）

１株当たり配当金

 

 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

Ａ種株式

×年×月期

○年○月期

○ 年 ○ 月 期
（予想）

１株当たり配当金

 

 

サマリー情報 連結業績予想 （売上高、営業利益、経常利益、当期純利益） ・対前期（対

前年同四半期）増減率 
当期（当期中間期）の実績値 当期（当第２四半期連結累計期間）の実績値 

定性的情報・財務諸表等 経営方針 （開示の省略） 
（中間決算短信、追加決算発表資料（経営方針）を含む。） （追加決算発表資料（経営方針）を含む。） 

定性的情報・財務諸表等 経営方針 （継続して開示を省略した場合の「開示の省略」に関

する取扱い） 
４期連続して決算短信において開示を省略し、かつ、５

期連続して中間決算短信において開示を省略している項

目については、 

４期連続して決算短信において開示を省略している項目

については、 

 
 
≪新 TDnet稼動に伴う改定≫ 

 
新 TDnetの稼動（平成２０年７月初旬予定）に伴い、その仕様に合わせて通期決算短
信の様式・作成要領のうち、以下の部分について改定を行います。 

 
改定前 改定後 

【全般】 （ヘッダーへの会社名等の記載等） 
決算短信の２ページ目以降の各ページ 決算短信の各ページ（サマリー情報は除く。） 

サマリー情報 全般 （サマリー情報の様式） 
２ページ目（１ページ目）に移動させることも行わない

でください。 

２ページ目（１ページ目）に移動させることは、システ

ム上行うことができません。 

サマリー情報 ヘッダー （（財）財務会計基準機構会員マークの掲載） 
１ページ目の右上部分に、（財）財務会計基準機構の会員

マークを掲載してください。 

ＴＤｎｅｔ開示資料作成機能によりサマリー情報（ＰＤ

Ｆファイル）を作成する場合、会員マークが自動的にＰ

ＤＦファイルに表示されます。また、ＴＤｎｅｔ開示資

料作成機能をご利用されない場合も、（財）財務会計基準

機構ホームページ（http://www.asb.or.jp/ ）から会員マ

ークファイルをダウンロードし、添付してください。 

１ページ目の右上部分に、（財）財務会計基準機構の会員

マークを掲載してください（ＴＤｎｅｔを通じてサマリ

ー情報（ＰＤＦファイル）を作成する場合、会員マーク

が自動的にＰＤＦファイルに表示されます。）。 

また、２ページ目以降にも、（財）財務会計基準機構ホー

ムページ（http://www.asb.or.jp/ ）からダウンロードし

た会員マークを掲載しても構いません。 

サマリー情報 表題部分等 （配当支払開始予定日） 
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未定の場合は、「未定」と記載してください。 

期末配当を行わない場合は、欄を削除してください。 

期末配当を行わない場合は、空欄としてください。 

なお、決算発表日後に支払開始日の変更が行われた場合

においても、変更した旨の開示は必須ではありません。 

サマリー情報 配当の状況 （１株当たり配当金） ・配当基準日欄とその順序 
様式では、便宜上、第１四半期末、中間期末、第３四半

期末、期末の４つの基準日欄を記載していますが、前期、

当期、次期のいずれにおいても配当基準日としない日の

欄は、削除できます。なお、年間欄は、無配であっても

削除できません。 

 

［記載例］中間期末（第２四半期末）及び期末のみを配

当基準日とする場合 

（記載例は略） 

また、各四半期末日又は期末日以外の日に配当を行った

場合には、配当の状況に関する記載欄の欄外にその旨を

記載するとともに、別途「サマリー情報」の次ページ（３

ページ目を新設）に記載欄を設けて記載してください。 

第１四半期、第２四半期、第３四半期、期末の４つの基

準日欄については、前期と当期のいずれにおいても配当

基準日とはしない場合においても削除することはできま

せん。また、年間欄についても削除することはできませ

ん。 

サマリー情報 配当の状況 （１株当たり配当金） ・配当を行わない基準日の記載方法 
配当を行わない場合（次期にあっては配当を行わない予

想である場合）には、「－」を記入してください。ただし、

年間欄については、「0円 00銭」と記載してください。 

配当を行わない場合（次期（予想）欄にあっては、配当

を行わない予想である場合）には、「0 円 00 銭」を記入

してください。また、定款において基準日が定められて

いないため、配当を行わない期間については「－」を記

入してください。 

ただし、配当予想額をやむをえず未定とする場合は、「－」

を記入し、欄外に当該期間について配当予想額が未定で

ある旨を記載した上で、「業績予想の適切な利用に関する

説明、その他特記事項」において、現時点では配当予想

額を開示できない合理的な理由並びに予想額の開示が可

能となった時点で速やかに開示する旨及びその開示を行

う時期の見込みを記載してください。 

サマリー情報 連結業績予想 （全般） ・予想指標 
―――――― （連結業績予想欄に入力しきれない場合は、「サマリー情

報」の次ページ（３ページ目を新設）に欄を設けて記載

してください。） 

サマリー情報 連結業績予想 （全般） ・予想期間 
（この場合、第２四半期連結累計期間の欄は、削除して

ください。）。この場合、欄外に第２四半期連結累計期間

の予想を行っていない旨及びその理由を記載してくださ

い。 

（この場合は第２四半期連結累計期間の業績予想欄には

「－」を記載してください。）。また、この場合において

は、連結業績予想に関する記載欄の欄外に第２四半期連

結累計期間の予想を行っていない旨を記載するととも

に、「経営成績」の「次期の見通し」にその理由を記載し

てください。 

サマリー情報 連結業績予想 （全般） ・予想期間 
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この場合、欄外に通期の業績予想の開示に代えて翌四半

期の業績予想の開示を行う旨及びその理由を記載してく

ださい。 

この場合、欄を削除し（「平成△年△月期の連結業績予想」

の表題は削除しない。）、表題の下に通期の業績予想の開

示に代えて翌四半期の業績予想の開示を行う旨を記載

し、「サマリー情報」の次ページ（３ページ目を新設）に

欄を設けて翌四半期の業績予想を記載してください。そ

の上で、「経営成績」の「次期の見通し」において、通期

の業績予想の開示に代えて翌四半期の業績予想の開示を

行う理由を記載してください。 

 
 
≪その他の改定≫ 

 
その他、平成２０年３月公表の四半期決算短信の作成要領と整合を取ることや、連結

財務諸表等規則等や財務諸表等規則の改正により財務諸表の様式が変更されたことなど

により、通期決算短信の様式・作成要領のうち、以下の部分について改定を行います。 
 

改定前 改定後 
サマリー情報 表題部分等 （有価証券報告書提出予定日） 

―――――― 当期に係る有価証券報告書について、決算発表日現在に

おける提出予定日を記載してください。 

なお、決算発表日後に提出日の変更が行われた場合にお

いても、変更した旨の開示は必須ではありません。 

サマリー情報 連結経営成績など （１株当たり当期純利益）（潜在株式調整後１株当たり当

期純利益） 
サマリー情報 連結業績予想 （売上高、営業利益、経常利益、当期純利益） ・１株当た

り当期純利益 
「一株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基

準第２号）に従い算出してください 

「一株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基

準第２号）及び「一株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）に従い算

出してください 

サマリー情報 連結経営成績 （１株当たり当期純利益）（潜在株式調整後１株当たり当期純

利益） 
サマリー情報 配当の状況 （前期・当期・次期の順序） 
前期欄については、株式分割等を行った場合においても、

前期の数値をそのまま記載してください 

前期欄については、株式分割等を行った場合においても、

前期の数値をそのまま記載した上で、「業績予想の適切な

利用に関する説明、その他特記事項」において、株式分

割等を行った旨を記載してください 

サマリー情報 連結経営成績 （自己資本当期純利益率） 
サマリー情報 連結財政状態 （純資産）（自己資本比率）（自己資本） 
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純資産の部合計 連結貸借対照表上の「純資産合計」 

サマリー情報 連結経営成績 （総資産経常利益率） 
サマリー情報 連結財政状態 （総資産） 
資産の部合計 連結貸借対照表上の「資産合計」 

サマリー情報 連結財政状態 （１株当たり純資産） 
「一株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）に従い算出してくださ

い 

「一株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基

準第２号）及び「一株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）に従い算

出してください 

サマリー情報 配当の状況 （前期・当期・次期の順序） 
（前期・当期・次期の順序） （各期の順序）  ※ 表題の変更 

サマリー情報 配当の状況 （各期の順序） 
前期欄については、株式分割等を行った場合においても、

前期の数値をそのまま記載 

前期欄及び当期欄（株式分割等実施前）については、株

式分割等を行った場合においても、前期又は当期の数値

をそのまま記載 

サマリー情報 配当の状況 （１株当たり配当金） ・配当予想金額の記載方法 
レンジ形式で予想を記載しても構いません。 レンジ形式で予想を記載することも認められます。 

サマリー情報 連結業績予想 （全般） ・予想数値に関する取扱い 
レンジ形式による開示で構いません。 レンジ形式による開示も認められます。 

サマリー情報 連結業績予想 （全般） ・予想数値に関する取扱い 
欄外に、特定の数値による予想が困難であるためレンジ

形式での開示を行っている旨及びその理由を記載し、「経

営成績」の「次期の見通し」において、変動幅の上限・

下限となるそれぞれのケースにおける事業環境の状況等

について説明してください。 

連結業績予想に関する記載欄の欄外に、特定の数値によ

る予想が困難であるためレンジ形式での開示を行ってい

る旨を記載してください。その上で、「経営成績」の「次

期の見通し」において、その理由及び変動幅の上限・下

限となるそれぞれのケースにおける事業環境の状況等に

ついて説明してください。 

サマリー情報 連結業績予想 （全般） ・やむを得ず業績予想の開示ができない場合の開

示方法等 
この場合、欄を削除し（「３．△年△月期の連結業績予想」

の表題は削除しない。）、現時点では業績予想を開示でき

ない合理的な理由並びに期末・四半期末に近づき予想の

開示が可能となった時点で速やかに開示する旨及びその

開示を行う時期の見込みを記載してください。 

この場合、欄を削除し（「３．△年△月期の連結業績予想」

の表題は削除しない。）、表題の下に業績予想の開示がで

きない旨を記載した上で、「経営成績」の「次期の見通し」

において、現時点では業績予想を開示できない合理的な

理由並びに期末又は四半期末に近づき予想の開示が可能

となった時点で速やかに開示する旨及びその開示を行う

時期の見込みを記載してください。 

サマリー情報 連結業績予想 （売上高、営業利益、経常利益、当期純利益） ・１株当た

り当期純利益 
株式分割等による株式数の増加・減少が予定されている 分母の期中平均株式数を算定するにあたり、株式分割等
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場合には、可能な範囲で当該増加・減少を反映した次期

の期中平均株式数を基に算出してください。当該増加・

減少を反映した株式数を基に算出した場合には、その旨

及び計算上の根拠を２ページ目の特記事項記載欄に記載

してください。 

による株式数の増加・減少が予定されている場合には、

可能な範囲で当該増加・減少を反映させて算定を行って

ください。また、当該増加・減少を反映した期中平均株

式数を基に１株当たり（予想）当期純利益を算出した場

合には、その旨及び期中平均株式数の算定上の根拠を「業

績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」の

欄に記載してください。 

サマリー情報 その他 発行済株式数（普通株式） 
―――――― なお、記載は１株単位で行ってください。 

サマリー情報 （参考）個別業績の概要 個別業績 （全般） 
※ 連結財務諸表作成会社のみ 
純資産の部合計 貸借対照表上の「純資産合計」 

定性的情報・財務諸表等 経営成績 全般 （次期の見通し） 
―――――― レンジ形式により業績予想の開示を行っている場合にお

いては、レンジ形式の開示を行っている理由及び変動幅

の上限及び下限となるそれぞれのケースにおける事業環

境の状況等について説明してください。 

業績予想の開示ができない場合は、現時点では業績予想

を開示できない合理的な理由並びに予想の開示が可能と

なった時点で速やかに開示する旨及びその開示を行う時

期の見込みについて記載してください。 

定性的情報・財務諸表等 連結財務諸表 （１）連結貸借対照表～（４）連結キャッシュ･フ

ロー計算書 
なお、様式については、前期・当期の比較形式（原則と

して前期分を左側に記載）で記載してください。また、

主な項目の増減をあわせて記載してください。（連結株主

資本等変動計算書は、前期・当期を縦に並べる形式で構

いません。主な項目の増減は不要です。） 

なお、開示様式については、連結財務諸表規則の様式に

従い、前期と当期の比較形式で記載してください（増減

は不要です。）。 

定性的情報・財務諸表等 連結財務諸表 （５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象又は状況 
前期・当期の比較形式（原則として前期分を左側に記載）

で記載してください。なお、前期及び当期のいずれにお

いても該当しない場合には、表題を含めて記載は不要で

す。 

該当事項がある場合は、必ず当該注記の内容を記載して

ください。また、該当事項がない場合でも、表題を残し

た上で「該当事項なし」と記載してください。 

定性的情報・財務諸表等 連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項 （別紙形

式による開示） 
―――――― ・開示対象特別目的会社 

定性的情報・財務諸表等 連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項 （開示の
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省略） 
別紙形式による開示のうち、リース取引、関連当事者と

の取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退

職給付、ストック・オプション等、企業結合等に関する

注記事項については、 

別紙形式による開示のうち、リース取引、関連当事者と

の取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退

職給付、ストック・オプション等、企業結合等、開示対

象特別目的会社に関する注記事項については、 

定性的情報・財務諸表等 個別財務諸表 （１）貸借対照表～（３）株主資本等変動計算書 
※ 連結財務諸表作成会社のみ 
なお、様式については、前期・当期の比較形式（原則と

して前期分を左側に記載）で記載してください。また、

主な項目の増減をあわせて記載してください。（株主資本

等変動計算書は、前期・当期を縦に並べる形式で構いま

せん。主な項目の増減は不要です。） 

なお、開示様式については、財務諸表等規則の様式に従

い、前期と当期の比較形式で記載してください（増減は

不要です。）。 

定性的情報・財務諸表等 個別財務諸表 （４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象又は状況  ※ 連結財務諸表作成会社のみ 
前期・当期の比較形式（原則として前期分を左側に記載）

で記載してください。なお、前期及び当期のいずれにお

いても該当しない場合には、表題を含めて記載は不要で

す。 

該当事項がある場合は、必ず当該注記の内容を記載して

ください。また、該当事項がない場合は「該当事項なし」

と記載してください。 

定性的情報・財務諸表等 その他 役員の異動 （記載の省略（開示時期）） 
―――――― なお、この場合においても、表題は削除せず、開示内容

が定まった時点で開示する旨を記載してください。 

 

※ 決算短信において代表取締役の異動（代表権の異動を

伴わない社長の交代を含む。）がはじめて開示される場

合は、同日中に当該代表取締役の異動について別途開

示してください。 

※ 「役員の異動」において記載を省略した場合において、

その後に定まった開示内容が代表取締役の異動（代表

権の異動を伴わない社長の交代を含む。）に該当しない

場合でも、「決算発表資料の追加」として開示する必要

があります。 
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【中間決算短信の改定】 
 
新 TDnetの稼動（平成２０年７月初旬予定）後においても、中間決算短信については、
サマリー情報、財務諸表共に XBRL化の対象とせず、自社の PCで①サマリー情報、②
サマリー情報を含む開示資料全ページを PDFファイルとして作成し、この PDFファイ
ルのみを TDnetに提出することとなります。 
したがって、（財）財務会計基準機構会員マークの掲載方法について、新 TDnet の仕
様に合わせ、中間決算短信の作成要領のうち、以下の部分について改定を行います（網

掛けを施した部分が今回、訂正を行った部分です。）。 
 
◎ サマリー情報 （連結財務諸表作成会社用・連結財務諸表非作成会社用 共通） 
ヘッダー 

（（財）財務会計基準機構会員マークの

掲載） 

１ページ目の右上部分に、（財）財務会計基準機構の会員マークを掲載して

ください。 

会員マークについては、（財）財務会計基準機構ホームページ

（http://www.asb.or.jp/ ）から会員マークファイルをダウンロードし、添付

してください。 

なお、２ページ目以降にも会員マークを掲載しても構いません。 

※（財）財務会計基準機構に加入していない上場会社は会員マークを掲載

できません。名証では、上場会社に対して、会計基準を利用し資本市場

に参加する関係者の一員として、（財）財務会計基準機構への加入を要

請しています。まだ加入していない上場会社におかれては、至急加入を

ご検討ください。 

 
 

以  上 


